
   知事許可漁業に係る制限措置の公示 

 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第58条において準用する第42条第１項の規

定に基づき，知事許可漁業に係る制限措置の内容を別紙のとおり定めた。 

 

令和８年２月２日 

 

                        鹿児島県知事 塩田康一 



１ もじゃこ漁業 
（１）制限措置 

 
 
（２）申請すべき期間 
   令和８年２月２日（月）から同月 13 日（金）まで 
 

（３）漁業許可の有効期間 

    令和８年３月１日から同年７月 31 日まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 小型機船底びき網漁業 
（１）制限措置 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）申請すべき期間 
   令和８年２月９日（月）から同月 27 日（金）まで 
 

（３）漁業許可の有効期間 

    許可日から令和９年 10 月 31 日まで 

 


